
平成２６年５月２２日 
グリーン建築の家 
認定施工店・認定材木店 
登録事業者の皆様 

全国古民家再生協会連絡会議 
事務局：（社）住まい教育推進協会 

理事長	 井上	 幸一 
 

事業者登録基準の改正に関して 
 

拝啓 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は、持続可能な循環型

建築の推進にご尽力賜りまして誠にありがとうございます。全国古民家再生協

会連絡会議（旧：グリーン建築推進協議会）創設後に立ち上げましたグリーン

建築の家認定店ですが、平成２６年度より認定施工店・認定材木店の登録基準

が一部改正となりましたのでご案内をさせて頂きます。現在、認定期間中の登

録事業者様におかれましては、満了日より適用とさせて頂きます。つきまして

は、ご理解の程、よろしくお願いします。 

敬具 

 

記 

・	 改正部分のご案内 

・	 登録申請用紙 

・	 誓約書 

以上 



グリーン建築の家	 認定施工店・認定材木店	 登録基準改正に関して 
 
＜グリーン建築の家	 認定施工店＞ 
 
現基準 
1. 「グリーン建築の家」の仕様に適合したモデルハウスかモデルルームがあ

ること。 
2. 役員会で承認されたものであること。 
3. 手刻み加工ができること。 
4. 登録しようとする事業所に財団法人職業技能振興会認定資格伝統資財施工

士を有しているものが１名以上在籍すること。 
5. 入会金を１０，０００円とする。 
 
新基準 
１、「グリーン建築の家」の仕様に適合したモデルハウスかモデルルームがあ

ること。 
２、役員会で承認されたものであること。 
３、手刻み加工ができること。 
４、登録しようとする事業所に財団法人職業技能振興会認定資格伝統資財施工

士を有しているものが１名以上在籍すること。 
５、登録しようとする事業所に全国古民家再生協会連絡会議 会員が１名以上

在籍すること。 
６、入会金は１０，０００円、年会費は１２，０００円とする。 
７、認定期間は４月から翌年３月までの１年間とし期間途中入会の場合におい

ても年会費の月割はおこなわず、年会費１２，０００円が発生する。 
※	 現時点で、認定期間中の方は満了まで継続。現施工店が継続登録する際は、

入会金は免除（既に支払われている為）、年会費を納付頂きます。 
改正の経緯 
全国古民家再生協会連絡会議	 会員によるグリーン建築の家の推進を積極的に

おこなう為に改正。全国古民家再生協会連絡会議構成団体 理事長は会員へ認定
施工店の登録を促して頂き持続可能な循環型建築を推進して頂きたいと思いま

す。 
 



＜グリーン建築の家	 認定材木店＞ 
 
現基準 
１、	 登録しようとする事業所に財団法人職業技能振興会認定資格	 古民家鑑定

士を有しているものが１名以上在籍すること。 
２、	 指定の材料が納入できること。 
３、	 役員会で承認されたものであること。 
４、	 古材流通事業者は保証書の観点より、古民家ネットワークに加盟しなけれ

ばならない。 
５、	 入会金は１０，０００円とする 
※構造木材の販売費用は納入者の売上 
※古材の売上に関しては販売元の古民家ネットワークの基準に準ずる。 
 
新基準 
１、	 登録しようとする事業所に財団法人職業技能振興会認定資格	 古民家鑑定

士を有しているものが１名以上在籍すること。 
２、	 指定の材料が納入できること。 
３、	 役員会で承認されたものであること。 
４、	 登録しようとするものは、木の住まい支援協会に限る。 
５、	 入会金は１０，０００円、年会費は１２，０００円とする。 
６、	 認定期間は４月から翌３月までの１年間とし期間途中入会の場合において

も年会費の月割はおこなわず、年会費１２，０００円が発生する。 
 

※	 現時点で、認定期間中の方は満了まで継続。現材木店が木の住まい支援協会

でない場合は、認定を終了とする。継続登録する際は、入会金は免除（既に

支払われている為）、年会費を納付頂きます。 
 
改正の経緯 
日本の森林、国産材の普及を推進する為に認定材木店は木の住まい支援協会で

あることとし、持続可能な循環型建築をより積極的に推進をおこなう為。認定

材木店を希望する場合は、木の住まい支援協会の設置をおこなう。（古民家ネッ

トワークへの加盟が必要となる。） 
 



全国古民家再生協会連絡会議 殿 
 

グリーン建築の家	 認定施工店・材木店登録申請書 
 

認定登録事業者として申請致します。ご審議の程よろしくお願い致します。 

 

登録種別① □認定施工店	 	 	 	 	 	 	 □認定材木店 

登録種別 □新規登録申請	 	 	 	 	 	 □更新登録申請 

法人名称 

認定施工店の場合は、登録法人名を記入。認定材木店の場合は、登録木の住まい支援協会名を記入 

 
印	  

代表者名  担当者名  

所在地 

連絡先 

〒 
 
 

電話：	 	 	 -	 	 	 -	 	 	 FAX：	 	 	 -	 	 	 -	 	 	 	 	 	 	  
メールアドレス：	 	  

法人 HP http:// 

所属古民家再生協会名 一般社団法人	 	 	 	 	 	 	 古民家再生協会 	 	 	 	 	 会員の会 

保有免許・資格 

□古民家鑑定士	 （保有代表者名：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 

□伝統資財施工士（保有代表者名：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 

その他、認定施工店は建設業許可や事業所登録のコピーを添付して下さい。  

 

 

以下、事務局使用欄 

事務局受付 年	 	 月	 	 日 

役員会審議 備	 考 

承認・非承認 
保留・その他 

 

 



 
全国古民家再生協会連絡会議 殿 
 
 

誓 約 書 

 
この度、貴団体が推進するグリーン建築の家	 認定店として登録するにあたり、

以下の事項を厳守することを、ここにお誓い致します。 
 
 

記 
 
１、	 グリーン建築の家	 普及推進に全力で取り組むこと。 
２、	 貴団体の信用と品位を失墜させぬよう行動すること。 
３、	 業務上知り得た機密を他へ漏らさないこと。 
４、	 故意または重大な過失により貴団体に損害を与えた際は、その賠償責任

を負うこと。 
５、	 貴団体より登録解除の通知を受けた際はいかなる理由であり速やかに登

録を解除すること。 
 
平成	 	 年	 	 月	 	 日 

 
住	 	 	 所 
 
登録法人名 
 
代表者氏名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 印 

 
 
 

以上 

 



グリーン建築の家	 認定店	 登録申請書	 送付先 

 
登録申請書・誓約書は記入後、以下へ郵送の上、申請下さい。 

 
全国古民家再生協会連絡会議 
（グリーン建築推進協議会）	 事務局 

一般社団法人住まい教育推進協会	 愛媛事務局 

〒791-8042	 愛媛県松山市南吉田町 2821-4	 Bizport	 Ａ505 
「グリーン建築の家	 認定店	 登録係」	 宛	 

TEL089-968-7723	 FAX089-968-7787	 

 

 


